
目

次

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
名
称
及
び
所
在
地
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
准
看
護
師
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
三

公

告

○
第
十
一
次
青
森
県
職
業
能
力
開
発
計
画
の
概
要
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
三

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
六

雑

報

○
令
和
三
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
の
一
部
変
更
に
つ
い

て
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
七

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
じ

の
樹

つ
が
る
市
柏
玉
水
米
袋
一
五
の
一

令
和二･
六･三〇

い
な
が
き
調
剤
薬
局

つ
が
る
市
稲
垣
町
吉
出
鴨
泊
五
の
一
七

三･
六･三〇

マ
エ
ダ
調
剤
薬
局
富
野
町
店

弘
前
市
大
字
富
野
町
二
の
一

三･
七･
九

◯紅
こ
が
わ
薬
局

弘
前
市
大
字
本
町
五
一

三･
七･三一

お
い
ら
せ
調
剤
薬
局

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
九

〃

イ
オ
ン
薬
局
八
戸
田
向
店

八
戸
市
田
向
三
丁
目
五
の
一

三･
八･三一

イ
オ
ン
薬
局
つ
が
る
柏
店

つ
が
る
市
柏
稲
盛
幾
世
四
一
の
一

〃

イ
オ
ン
薬
局
七
戸
十
和
田
駅
前

店

上
北
郡
七
戸
町
字
荒
熊
内
六
七
の
九
九
〇

〃

イ
オ
ン
薬
局
下
田
店

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
中
野
平
四
〇
の
一

〃

イ
オ
ン
薬
局
青
森
店

青
森
市
緑
三
丁
目
九
の
二

〃

会
営
八
戸
薬
局

八
戸
市
大
字
馬
場
町
一
三

三･
九･一〇

宮
野
薬
局

三
沢
市
中
央
町
一
丁
目
八
の
四

三･
九･三〇

青
森
県
報
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第
三
百
七
十
七
号

令
和
三
年十

月
二
十
五
日

（
月
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
同
会
社
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
じ
の
樹

つ
が
る
市
木
造
赤
根
三
の
一
六
メ
ゾ
ン
ド

ア
カ
ネ
一
〇
一
号

令
和二･
七･
一

◯紅
こ
が
わ
薬
局

弘
前
市
大
字
本
町
五
一

三･
八･
一

お
い
ら
せ
調
剤
薬
局

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
九

〃

樽
澤
医
院

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
葛
野
字
前
田
六
一

の
一
三

三･
八･一一

北
村
皮
膚
科

八
戸
市
根
城
一
丁
目
一
四
の
一
一

三･
八･二六

弘
前
医
療
福
祉
大
学
在
宅
ケ
ア
研

究
所
附
属
訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
そ
ら

弘
前
市
大
字
小
比
内
三
丁
目
一
八
の
一

三･
八･三一

馬
場
町
薬
局

八
戸
市
大
字
馬
場
町
三

三･
九･
一

稲
生
薬
局

十
和
田
市
稲
生
町
一
九
の
五

〃

イ
オ
ン
薬
局
八
戸
田
向
店

八
戸
市
田
向
三
丁
目
五
の
一

〃

イ
オ
ン
薬
局
つ
が
る
柏
店

つ
が
る
市
柏
稲
盛
幾
世
四
一

〃

イ
オ
ン
薬
局
七
戸
十
和
田
駅
前
店

上
北
郡
七
戸
町
荒
熊
内
六
七
の
九
九
〇

〃

イ
オ
ン
薬
局
下
田
店

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
中
野
平
四
〇
の
一

〃

イ
オ
ン
薬
局
青
森
店

青
森
市
緑
三
丁
目
九
の
二

〃

み
ち
の
く
リ
ハ
ビ
リ
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
あ
お
ば

青
森
市
青
葉
三
丁
目
九
の
八
三
成
ビ
ル
二

階
Ｅ
号
室

〃

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
と

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
扇
田
三
七
九

三･
九･一六

メ
ガ
調
剤
薬
局
富
田
店

弘
前
市
大
字
富
田
三
丁
目
七
の
八

三･一〇･
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
る

八
戸
市
湊
高
台
三
丁
目
一
の
一
三

〃

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
十
和
田
元
町

西
店

十
和
田
市
元
町
西
四
丁
目
三
の
三
〇

〃

宮
野
薬
局

三
沢
市
中
央
町
一
丁
目
八
の
四

〃

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

あ
い
ケ
ア
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

八
戸
市
大
字
糠
塚
字
平
中
二
二
の

六
〇
プ
レ
シ
ャ
ス
長
者
五
〇
五

令
和三･
六･一四

変
更
後

八
戸
市
南
類
家
一
丁
目
三
の
八

変
更
前

ア
ポ
テ
ッ
ク
柏
崎
店

八
戸
市
柏
崎
三
丁
目
七
の
一
七

三･
七･
一

変
更
後

な
の
花
薬
局
柏
崎
店
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変
更
前

湊
高
台
薬
局

八
戸
市
湊
高
台
五
丁
目
二
四
の
七

〃

変
更
後

な
の
花
薬
局
湊
高
台
店

変
更
前

百
石
調
剤
薬
局

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
九
の

三

〃

変
更
後

な
の
花
薬
局
お
い
ら
せ
店

変
更
前

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ど
ん

ぐ
り
村

十
和
田
市
東
三
番
町
一
の
六

三･
八･
一

変
更
後

十
和
田
市
三
本
木
字
一
本
木
沢
九

三
の
七

変
更
前

浦
町
調
剤
薬
局

青
森
市
勝
田
一
丁
目
一
五
の
六

〃

変
更
後

な
の
花
薬
局
浦
町
店

変
更
前

一
番
町
薬
局

八
戸
市
一
番
町
二
丁
目
三
の
七

〃

変
更
後

な
の
花
薬
局
一
番
町
店

変
更
前

五
戸
東
薬
局

三
戸
郡
五
戸
町
字
鍜
冶
屋
窪
上
ミ

三
四
の
一

〃

変
更
後

な
の
花
薬
局
五
戸
東
店

変
更
前

ア
ポ
テ
ッ
ク
売
市
店

八
戸
市
売
市
一
丁
目
四
の
六

三･
九･
一

変
更
後

な
の
花
薬
局
売
市
店

変
更
前

ア
ポ
テ
ッ
ク
内
丸
店

八
戸
市
内
丸
三
丁
目
五
の
三
七
の

一

〃

変
更
後

な
の
花
薬
局
内
丸
店

変
更
前

ア
ポ
テ
ッ
ク
白
山
台
店

八
戸
市
東
白
山
台
二
丁
目
三
五
の

六

〃

変
更
後

な
の
花
薬
局
白
山
台
店

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

令
和
三
年
度
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

令
和
四
年
二
月
十
五
日
（
火
）

２

場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
二
の
一
一

東
奥
日
報
新
町
ビ
ル

二

受
験
願
書
受
付
期
間

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
（
火
）
か
ら
同
年
十
二
月
二
日
（
木
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る

場
合
は
十
二
月
二
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
原
則
と
し
て
郵
送
に
よ
る
請
求
と
す
る
の
で
、
事
前
に
青
森
県
健
康
福
祉
部

医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ
（
電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
九
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
同
窓
口
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

公

告

第
十
一
次
青
森
県
職
業
能
力
開
発
計
画
の
概
要
の
公
表

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

十
一
次
青
森
県
職
業
能
力
開
発
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。
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令
和
三
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
１
１
次
青
森
県
職
業
能
力
開
発
計
画
の
概
要

１
．
計
画
策
定
の
趣
旨

県
で
は
、
1971（

昭
和
46）
年
度
以
降
５
年
ご
と
に
１
０
次
に
わ
た
り
、
職
業
能
力
開
発
促
進

法
に
基
づ
き
、
本
県
に
お
け
る
職
業
能
力
開
発
に
つ
い
て
の
基
本
方
向
を
示
す
『
青
森
県
職
業
能

力
開
発
計
画
』
を
策
定
し
、
地
域
の
産
業
人
材
ニ
ー
ズ
等
に
即
し
た
職
業
訓
練
の
充
実
や
技
術
・

技
能
の
振
興
を
図
る
各
種
施
策
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

次
の
５
年
間
の
『
第
１
１
次
青
森
県
職
業
能
力
開
発
計
画
』
に
つ
い
て
は
、
「
青
森
県
基
本
計

画
（
2019～

2023年
）
」
の
目
指
す
方
向
性
を
は
じ
め
、
人
口
減
少
や
経
済
・
社
会
情
勢
、
技
術

革
新
な
ど
本
県
の
職
業
能
力
開
発
を
取
り
巻
く
状
況
を
見
据
え
、
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
見
直

し
や
効
果
的
な
各
種
施
策
を
展
開
す
る
た
め
、
国
が
定
め
る
「
第
１
１
次
職
業
能
力
開
発
基
本
計

画
（
2021～

2025年
）
」
を
踏
ま
え
て
策
定
す
る
も
の
で
す
。

２
．
計
画
の
期
間

本
計
画
の
対
象
期
間
は
、
2021（

令
和
3）
年
度
か
ら
2025（

令
和
7）
年
度
ま
で
の
５
年
間
と

し
ま
す
。

３
．
職
業
能
力
開
発
の
基
本
的
な
考
え
方
と
方
向
性

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
や
技
術
革
新
の
進
展
な
ど
経
済
・
社
会
環
境
の
変
化
に

対
応
し
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
、
労
働
力
不
足
な
ど
本
県
が
抱
え
る
課
題
の
解
決
や
「
経
済
を
回

す
」
仕
組
み
づ
く
り
に
貢
献
す
る
産
業
人
材
の
育
成
及
び
多
様
な
人
材
の
活
躍
を
推
進
す
る
こ
と

を
ね
ら
い
と
し
、
以
下
の
と
お
り
職
業
能
力
開
発
の
基
本
的
方
向
を
定
め
ま
す
。

●
本
計
画
は
、
経
済
・
社
会
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
、
地
域
ニ
ー
ズ
や
技
術
革
新
等
を
踏
ま

え
た
実
践
的
か
つ
効
果
的
な
職
業
能
力
開
発
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
「
青
森
県
基
本
計
画
」

が
掲
げ
る
青
森
県
の
め
ざ
す
姿
（
2030年

に
お
け
る
『
生
活
創
造
社
会
』
の
実
現
）
を
下
支

え
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
ま
す
。

●
生
産
性
の
向
上
や
若
者
・
女
性
の
県
内
定
着
の
促
進
に
向
け
、
産
業
人
材
の
能
力
開
発
の

取
組
の
強
化
と
と
も
に
、
誰
も
が
能
力
を
発
揮
し
て
活
躍
で
き
る
全
員
参
加
型
社
会
の
実
現

を
目
指
し
ま
す
。

●
技
術
革
新
の
進
展
に
対
応
す
る
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
や
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
基
礎
的
な
知
識
や
技

能
を
有
す
る
産
業
人
材
を
育
成
す
る
ほ
か
、
離
転
職
者
等
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
職
業
訓
練

や
労
働
者
の
主
体
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

●
次
代
を
担
う
若
者
が
も
の
づ
く
り
の
世
界
に
興
味
関
心
を
抱
き
、
優
れ
た
技
能
が
次
の
世

代
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
、
若
年
も
の
づ
く
り
人
材
の
育
成
や
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
効
果
的
に
活

用
し
た
技
能
継
承
な
ど
の
取
組
に
も
注
力
し
て
い
き
ま
す
。

●
今
後
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
、
産
業
・
就
業
構
造
や
雇
用
状
況
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
が
、
特
に
職
業
能
力
開
発
に
与
え
る
影
響
を
注

視
し
な
が
ら
、
各
種
施
策
に
つ
い
て
機
動
的
に
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

４
．
職
業
能
力
開
発
の
基
本
方
針
と
基
本
的
施
策

基
本
方
針
１
「
経
済
・
社
会
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
た
産
業
人
材
の
育
成
」

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
や
Sciety5.0社

会
の
実
現
に
向
け
た
第
４
次
産
業
革

命
に
伴
う
技
術
革
新
に
よ
り
、
産
業
・
就
業
構
造
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
労
働
者
が

主
体
的
に
職
業
能
力
の
向
上
を
図
り
、
生
産
性
の
向
上
に
つ
な
が
る
よ
う
、
経
済
・
社
会
環
境
の

変
化
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
た
産
業
人
材
の
育
成
・
確
保
を
推
進
し
ま
す
。

【
基
本
的
施
策
及
び
具
体
的
取
組
】

⑴
Ｉ
Ｃ
Ｔ
・
デ
ジ
タ
ル
技
術
利
活
用
人
材
の
育
成

①
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
展
に
対
応
し
た
公
共
職
業
訓
練
の
実
施

⑵
企
業
に
お
け
る
人
材
育
成
の
支
援

①
企
業
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
在
職
者
訓
練
の
推
進

②
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
等
と
の
連
携
に
よ
る
企
業
支
援

③
認
定
職
業
訓
練
校
に
対
す
る
支
援

④
助
成
金
制
度
の
周
知

⑤
人
材
育
成
に
関
す
る
各
種
情
報
の
提
供

⑶
労
働
者
の
主
体
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
推
進

①
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
向
け
た
情
報
の
提
供

②
職
業
能
力
評
価
制
度
（
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
）
の
活
用
促
進
と
就
職
支
援

基
本
方
針
２
「
多
様
な
人
材
が
活
躍
す
る
た
め
の
職
業
能
力
開
発
」

若
年
者
、
女
性
、
中
高
年
齢
者
、
障
害
者
の
ほ
か
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
方
な
ど
、
す
べ
て
の
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人
材
が
希
望
す
る
仕
事
に
就
き
、
生
涯
を
通
じ
て
学
び
、
能
力
を
発
揮
し
て
活
躍
で
き
る
社
会
の

実
現
に
向
け
て
、
民
間
教
育
訓
練
機
関
等
と
連
携
し
、
個
々
の
特
性
や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
多
様
な

職
業
能
力
開
発
機
会
を
提
供
し
ま
す
。

【
基
本
的
施
策
及
び
具
体
的
取
組
】

⑴
若
年
者
の
職
業
能
力
開
発

①
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
施

②
若
年
者
へ
の
職
業
能
力
開
発
情
報
の
提
供

③
若
年
者
対
象
の
魅
力
あ
る
職
業
訓
練
の
実
施

⑵
女
性
の
職
業
能
力
開
発

①
女
性
の
多
様
な
課
題
や
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
職
業
訓
練
の
実
施

②
女
性
に
対
す
る
も
の
づ
く
り
の
魅
力
発
信

③
職
業
能
力
開
発
校
へ
の
女
性
の
入
校
促
進

⑶
中
高
年
齢
者
の
職
業
能
力
開
発

①
中
高
年
齢
者
向
け
の
職
業
訓
練
コ
ー
ス
の
拡
充

⑷
障
害
者
の
職
業
能
力
開
発

①
県
立
障
害
者
職
業
訓
練
校
訓
練
の
充
実

②
地
域
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
る
委
託
訓
練
の
充
実

③
障
害
者
就
労
支
援
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
る
就
職
支
援

⑸
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
方
の
職
業
能
力
開
発

①
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
の
連
携
に
よ
る
公
共
職
業
訓
練
の
実
施

②
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
る
公
共
職
業
訓
練
の
実
施

③
委
託
訓
練
の
柔
軟
な
実
施

基
本
方
針
３
「
産
業
界
や
地
域
の
人
材
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
職
業
訓
練
の
実
施
」

企
業
側
の
求
人
ニ
ー
ズ
も
変
化
し
、
労
働
者
に
求
め
ら
れ
る
職
業
能
力
も
よ
り
多
様
化
、
か
つ

高
度
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
の
産
業
人
材
ニ
ー
ズ
や
求
職
者
等
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に

捉
え
、
多
様
的
か
つ
実
効
性
の
あ
る
公
共
職
業
訓
練
を
効
果
的
・
効
率
的
に
実
施
し
て
い
き
ま

す
。

【
基
本
的
施
策
及
び
具
体
的
取
組
】

⑴
県
立
職
業
能
力
開
発
校
訓
練
の
改
編

①
Ｉ
Ｃ
Ｔ
対
応
訓
練
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
強
化

②
職
業
訓
練
指
導
員
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
及
び
デ
ジ
タ
ル
技
術
ス
キ
ル
の
向
上

③
デ
ジ
タ
ル
社
会
を
見
据
え
た
新
し
い
訓
練
指
導
手
法
等
の
検
討

④
訓
練
科
目
及
び
訓
練
内
容
の
見
直
し

⑤
学
生
募
集
の
た
め
の
広
報
の
強
化

⑥
女
性
の
入
校
促
進
及
び
就
職
支
援
の
強
化

⑦
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
等
と
の
連
携
に
よ
る
技
術
及
び
訓
練
の
質
の
向
上

⑧
地
元
企
業
と
の
連
携
に
よ
る
訓
練
の
実
施

⑨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
訓
練
の
見
え
る
化
の
推
進

⑵
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
施
設
整
備
等

①
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
施
設
改
修

②
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
再
編
検
討

⑶
委
託
訓
練
の
充
実
・
強
化

①
的
確
な
ニ
ー
ズ
把
握
に
よ
る
訓
練
コ
ー
ス
の
設
定

⑷
関
係
機
関
等
と
の
連
携
の
強
化

①
地
域
の
関
係
機
関
と
の
連
携
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

基
本
方
針
４
「
技
能
継
承
の
促
進
」

次
代
の
も
の
づ
く
り
を
担
う
若
手
技
能
者
の
育
成
及
び
技
能
継
承
に
係
る
支
援
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
優
れ
た
技
能
の
維
持
・
発
展
を
図
る
た
め
、
も
の
づ
く
り
産
業
を
支
え
る
技
能
者
の
技

能
が
評
価
さ
れ
尊
重
さ
れ
る
社
会
づ
く
り
に
向
け
て
技
能
尊
重
機
運
の
醸
成
を
図
り
ま
す
。

【
基
本
的
施
策
及
び
具
体
的
取
組
】

⑴
次
世
代
の
も
の
づ
く
り
技
能
者
の
育
成

①
も
の
づ
く
り
体
験
教
室
等
の
実
施

②
「
熟
練
の
技
」
の
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
化
及
び
活
用

⑵
技
能
評
価
の
普
及
・
促
進

①
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
の
普
及
促
進

②
技
能
検
定
制
度
の
普
及
促
進

③
各
種
競
技
大
会
へ
の
参
加
促
進

④
卓
越
技
能
者
等
表
彰
の
実
施

５
．
職
業
能
力
開
発
計
画
の
実
施
体
制

⑴
計
画
の
実
施
体
制
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本
計
画
を
着
実
に
実
施
し
、
各
方
針
の
具
現
化
を
図
る
た
め
、
県
が
中
心
と
な
っ
て
関
係
機

関
と
協
力
・
連
携
し
な
が
ら
取
組
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

特
に
、
民
間
の
活
力
を
最
大
限
に
活
用
す
る
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者

雇
用
支
援
機
構
の
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
青
森
及
び
ポ
リ
テ
ク
カ
レ
ッ
ジ
青
森
と
連
携
し
な
が
ら

各
種
取
組
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
や
第
４
次
産
業
革
命
に
伴
う
技
術
革
新

な
ど
、
経
済
・
社
会
環
境
が
急
激
に
変
化
し
て
い
る
た
め
、
最
新
情
報
の
収
集
に
努
め
、
必
要

な
措
置
を
講
じ
ま
す
。

本
計
画
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
県
立
職
業
能
力
開
発
校
訓
練
に
お
い
て
は
、
定
期

的
に
訓
練
ニ
ー
ズ
の
調
査
・
分
析
を
行
っ
て
必
要
に
応
じ
て
訓
練
の
見
直
し
を
行
う
ほ
か
、
若

年
者
や
女
性
、
中
高
年
齢
者
等
の
多
様
な
働
き
手
の
職
業
能
力
開
発
及
び
活
躍
の
支
援
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

⑵
基
本
的
施
策
の
目
標
・
指
標

各
指
標
の
現
状
を
踏
ま
え
令
和
７
年
度
の
目
標
値
を
設
定
し
、
各
年
度
に
お
い
て
現
状
を
把

握
し
な
が
ら
、
目
標
達
成
に
向
け
た
取
組
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

⑶
地
域
・
関
係
機
関
と
の
連
携

地
域
の
産
業
人
材
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
人
材
育
成
を
推
進
し
て
い
く
た
め
、
各
県
立
職
業
能
力

開
発
校
を
核
と
し
た
地
域
企
業
等
を
は
じ
め
関
係
各
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
関
連

情
報
の
共
有
や
職
業
能
力
開
発
に
係
る
メ
ニ
ュ
ー
の
開
発
、
各
種
支
援
策
等
の
情
報
を
共
有
す

る
仕
組
を
つ
く
り
ま
す
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
浪

岡
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

八
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
五
日

東
青
地
域
県
民
局
長

石
戸
谷

安

信

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃

野
呂

正
幸

有
馬

均

山
内

哲
彌

長
谷
川
國
治

林

久
利

三
浦

寿
彦

西
塚

育
英

木
村

文
男

堀
内

俊
春

工
藤

貞
義

出
町

勝
彦

工
藤

良
行

対
馬

勝
芳

唐
牛

俊
英

工
藤

雄
一

米
村

義
久

北
畠

弘
美

間
山

直
浩

木
村

広
見

三
浦

稔

澁
谷

長
生

野
呂

正
幸

山
内

哲
彌

長
谷
川
國
治

林

久
利

鎌
田

清
治

西
塚

義
美

木
村

文
男

三
上

紘
史

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
細
田
三
九
の
一

〃

大
字
淋
城
四
一
の
一

〃

大
字
北
中
野
字
天
王
一
三
の
二

〃

〃

字
下
嶋
田
六
〇

〃

大
字
本
郷
字
平
岡
九

〃

〃

字
豊
田
二
六

〃

大
字
女
鹿
沢
字
西
種
本
六
の
一

〃

〃

字
平
野
一
六
の
四

〃

〃

字
東
種
本
五
二
の
五

〃

大
字
銀
字
前
田
二
二

〃

大
字
樽
沢
字
村
元
五
一
三

〃

大
字
郷
山
前
字
村
元
一
八
の
一

〃

大
字
吉
野
田
字
樋
田
三
三
の
一

〃

大
字
下
石
川
字
岡
田
一
五
〇

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
舘
字
里
見
一
一
の
一

〃

〃

大
字
久
井
名
舘
字
早
稲
田
二

六
三

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
舘
野
越
字
橋
元
三
一

青
森
市
浪
岡
大
字
吉
内
字
山
下
一
六
の
一

〃

大
字
吉
野
田
字
木
戸
口
九
の
一

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
富
柳
字
福
岡
三
二
一

弘
前
市
大
字
三
岳
町
一
の
一
九

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
細
田
三
九
の
一

〃

大
字
北
中
野
字
天
王
一
三
の
二

〃

〃

字
下
嶋
田
六
〇

〃

大
字
本
郷
字
平
岡
九

〃

〃

字
松
元
九
八

〃

大
字
女
鹿
沢
字
西
増
田
二
三

〃

〃

字
平
野
一
六
の
四

〃

〃

字
東
花
岡
二
一
の
三

令
和三･一〇･
八就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃三･一〇･
七退
任

〃〃〃〃〃〃〃
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〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

工
藤

貞
義

出
町

勝
彦

工
藤

良
行

対
馬

勝
芳

唐
牛

俊
英

工
藤

雄
一

藤
林

雪
雄

山
内

金
男

古
村

庸
一

木
村

広
見

三
浦

稔

〃

大
字
銀
字
前
田
二
二

〃

大
字
樽
沢
字
村
元
五
一
三

〃

大
字
郷
山
前
字
村
元
一
八
の
一

〃

大
字
吉
野
田
字
樋
田
三
三
の
一

〃

大
字
下
石
川
字
岡
田
一
五
〇

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
舘
字
里
見
一
一
の
一

〃

〃

大
字
久
井
名
舘
字
早
稲
田
七

五北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
滝
井
字
川
崎
四
二

青
森
市
浪
岡
大
字
北
中
野
字
天
王
五
七

〃

大
字
吉
野
田
字
木
戸
口
九
の
一

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
富
柳
字
福
岡
三
二
一

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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報
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


